
まちづくり
サロン

第2回

流山市では、流山市まちづくり条例に係る検討委員会で
流山を住みよい魅力的なまちにするための制度について

話し合いを重ね中間報告としてまとめました。
あなたのご意見をお聞かせください。

場所　流山市生涯学習センター　1階　多目的ホール
※流山セントラルパーク駅徒歩 3分

※駐車場が狭いため、公共交通機関をご利用ください。

主催　流山市まちづくり条例に係る検討委員会

・緑を守り、増やし、魅力的な「森の街」でありつづける仕組み
・住民提案の地区計画やルールづくりの支援する仕組み
・低層住宅と高層住宅の住み分け、誘導をする制度
・まちづくり情報にだれもがアクセスできる仕組み
・大規模開発を地域と調整するオープンな仕組み
・地域のデザインコード作りを支援する制度
・農地を活かす制度　　などなど

中間報告はこんな内容です
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申込み
流山市都市計画課都市対策係へ電話、
FAXでお申し込み下さい。
tel：04－7150－6087　fax：04－7159－0954
担当　秋元・瀬野・松田
※配布資料の準備のため、参加を希望する方は、あらかじめご連絡下さい。
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1　２3　月 日

１４時～１６時

中間報告が
まとりました。

（日）

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/toshikei/02taisakukakari/machidukurijorei/kentouiinkai-ni-tuite.htm

「流山市　まちづくり条例」で検索 !
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